
岡崎市工事施行事務取扱要領 
H2 3 . 0 1 . 0 1  

第１章 総 則 規則・規程・要領等 
（趣旨） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、工事の施行に関する事務の取扱い

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

・岡崎市予算決算及び会計規則

（以下「予決規則」という。） 

・岡崎市決裁規程（以下「決裁

規程」という。） 

・岡崎市工事請負契約約款（以

下「約款」という。） 

 
（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 課等の長 岡崎市予算決算及び会計規則（昭和39年岡崎市規則第4号。

以下「予決規則」という。）第2条に規定する課等の長をいう。 

⑵ 工事担当課長 工事の施行を担当する課等の長をいう。 

⑶ 設計金額 工事に要する標準的な費用として積算した金額で消費税及び

地方消費税相当額を含んだものをいう。 

⑷ 契約金額 工事の請負代金を表し、消費税及び地方消費税相当額を含んだ

ものをいう。 

⑸ 工事 建設工事をいう。 

⑹ 委託工事 課等の長が工事担当課長に施行を委託する工事をいう。 

⑺ 請負者 岡崎市と工事の請負契約を締結した者をいう。 

 

 

第２章 設計書の作成  
（工事の施行の委託） 

第３条 課等の長は、委託工事に係る予算が成立したときは、当該委託工事の施

行に必要な事項について工事担当課長と協議しなければならない。 

２ 前項の場合において課等の長は、あらかじめ工事施行委託書（様式第1号）

に必要な説明資料を添え、工事担当課長に提出しなければならない。 

 

 

（設計図書の作成） 

第４条 工事担当課長は、工事を施行しようとするときは設計書（様式第3号）、

図面及び標準仕様書（以下「設計図書」という。）を、工事の内容を変更しよ

うとするときは変更設計書、変更図面及び変更仕様書（以下「変更設計図書」

という。）を作成するものとする。 

２ 前項の標準仕様書は、愛知県建設部土木工事標準仕様書又は公共建築工事標

準仕様書をいうが、国又は県の関係機関により仕様書の定めがある場合は、こ

の限りでない。 

３ 第１項の設計図書及び変更設計図書（以下「設計図書等」という。）で、国

又は県の関係機関により様式の定めがある場合は、それによるものとする。 

４ 工事施行にあたって制約を受ける現場については、必要に応じて特記仕様書

を設計図書に添付するものとする。 

 
 

・予決規則第２５条の２ 

 



（設計変更による契約変更の範囲） 

第５条 工事の設計変更による契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに

該当する場合とする。 

⑴ 設計変更による増加額が当初契約金額の 30 パーセント以内の場合（ただ

し、別件発注するのが妥当な場合を除く。） 

⑵ 設計変更による増加額が当初契約金額の 30 パーセントを超えるものであ

って、現に施行中の工事と分離して施行することが著しく困難な場合 

⑶ 設計変更により減額する場合 

２ 前項に定めるもののほか、国又は県の関係機関により特に基準が設けられて

いる場合は、それによるものとする。 

 

・岡崎市工事設計変更事務取扱

要領 

・設計変更事務運用基準 

（設計変更の手続） 

第６条 設計変更の手続は、次の各号によるものとする。 

⑴ 設計変更は、その必要が生じた都度、監督職員が当該変更の内容を掌握し、

予算の範囲内で処理できることを確認したうえで行わなければならない。 

⑵ 監督職員は、当該変更の内容について変更理由書（様式第 35号）を添付

した工事設計変更協議書（様式第 33 号）に整理し、直属の部長の承認を得

たうえで、現場代理人に対し設計変更協議書（様式第 34号）により工事設

計変更の協議を行わなければならない。 

⑶ 前号の場合において、設計変更による増減見込額が当初契約金額の 10％

又は300万円以下であるときは、直属の課等の長の承認をもって直属の部長

の承認に代えることができるものとする。 

２ 設計変更による予算執行伺書及び支出負担行為決議書の決裁及び合議につ

いては、別紙「支出負担行為等の決裁及び財政課合議区分の注意事項（平成

22年度から適用）」による。 

 

・岡崎市工事設計変更事務取扱

要領 

・設計変更事務運用基準 

・支出負担行為等の決議及び財

政課合議区分の注意事項 

 

第３章 契約の締結  
（工事の起案） 

第７条 工事を施行しようとするときは、予算執行伺書により起案し、決裁を受

けるものとする。ただし、設計金額10万円以下の工事は、この限りでない。 

２ 工事担当課と工事予算課が異なる場合は、工事担当課が起案し、工事予算課

の合議を受けるものとする。 

３ 予算執行伺書には、第４条第１項に規定する設計図書その他の必要な書類を

添付しなければならない。 

 

・決裁規程 

（一般会計・特別会計：別表第

２の予算執行伺及び支出負担

行為専決早見表７工事請負費） 

（企業会計：別表第２の予算執

行伺及び支出負担行為専決早

見表１１工事請負費） 

（入札の方法） 

第８条 設計金額130万円超の工事は、総務部契約課に競争入札を依頼するもの

とする。 

２ 工事担当課長は、前項の場合においては、あらかじめ決められた日時までに、

契約業者管理システムにより入札を依頼するとともに、予算執行伺書及び第４

条第１項に規定する設計図書その他の必要な書類を電子ファイルにて、総務部

契約課長へ提出しなければならない。 

３ 工事担当課長は、契約締結用として紙の設計図書２部を入札依頼時に総務部

契約課へ提出しなければならない。 

 

・岡崎市建設工事等入札事務処

理要領 

・契約事務の手引き（契約課） 



（現場説明） 

第９条 入札参加者に対する現場説明は、特に必要と認める場合に現場説明書

（様式第8号）を作成して行うものとする。 

２ 工事担当課長は、厳正な態度で工事概要を説明し、現場説明記録（様式第9

号）を作成するものとする。 

３ 入札参加者からの質問に対しては、現場説明に対する質問回答書（様式第

10号）により回答するものとする。 

 

・約款第1条 

 

（予定価格書の作成） 

第１０条 予定価格は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設

計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札の際こ

れを開札場所に置かなければならない。ただし、入札執行前に予定価格を公表

するものについては、当該書面を封かんすることを要しないものとする。 

２ 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならな

い。 

３ 予定価格は、取引の実例価格、履行の難易、契約期間の長短を考慮して適正

に定めなければならない。 

４ 指名競争、一般競争入札は、必ず予定価格書を作成するものとする。 

５ 随意契約で予定価格130万円以下は、予定価格書を省略することができる。 

 

・岡崎市契約規則（以下「契約

規則」という。）第１１条 

・決裁規程（別表第１共通専決

表：財務(12)予定価格の決定） 

 

（契約の締結） 

第１１条 総務部契約課長は、工事の競争入札により落札者が決定したときは、

当該落札者と契約を締結しなければならない。 

２ 設計金額130万円以下の工事は、工事担当課で随意契約を締結するものとす

る。 

３ 契約金額が130万円以下の工事は、契約書の作成を省略し、請書の提出によ

ることができるものとする。ただし、予算執行伺書に契約書を添付した場合は、

伺いどおりに契約書で契約を締結するものとする。 

４ 契約書には、金抜き設計書、特記仕様書、図面を添付するものとする。ただ

し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事監理指針」に準拠する建築工事、

電気設備工事、機械設備工事は、金抜き設計書を添付しないものとする。 

 

・決裁規程（別表第２予算執行

伺及び支出負担行為専決早見

表） 

・契約規則第２８条～第３１条 

・契約の事務手引き（契約課） 

（契約の保証） 

第１２条 契約の保証に関する取扱いについては、別に定めるところによる。 

 

・契約規則第３２条～第３５条 

・岡崎市工事請負契約保証事務

取扱要領 

・契約の事務手引き（契約課） 

 
第４章 工事の施行  

（監督職員の任命） 

第１３条 監督職員は、工事担当課長が任命するものとする。 

２ 監督職員は、予算執行伺書に記名、押印しなければならない。この場合にお

いて、同一の職員が主任監督職員と担当監督職員を兼務するときも同様とす

る。 

３ 工事担当課長は、請負者に対して監督職員指定通知書（様式第 12号）によ

り監督職員の職氏名を通知するものとする。 

・契約規則第２条、第５４条 

・約款第９条 

・岡崎市工事監督要領第２条、

第３条 

 



４ 監督職員を変更したときも、請負者に対して監督職員指定通知書（様式第

12号）により通知するものとする。 

 
（監督の方法） 

第１４条 監督は、岡崎市契約規則のほか岡崎市工事監督要領に基づいて行うも

のとする。 

２ 監督職員による指示等は、原則として工事打合簿（様式第 26号）により行

うものとする。 

３ 請負者が工事の施行に当たり、監督職員の立会いが必要な場合は、あらかじ

め工事打合簿（様式第26号）を提出させなければならない。 

４ 監督職員は、工事現場等に立入り、立会い又は資料の提出を要求する場合は、

原則として工事打合簿（様式第26号）を請負者に提出するものとする。 

５ 監督職員は、請負者に工事記録（様式第27-1号）又は工事日誌（様式第27-2

号）及び工事写真帳（様式第 28号）を作成させ、必要に応じて提出させるも

のとする。ただし、国又は県の関係機関により工事記録の様式が定められてい

る場合は、それによるものとする。 

 

・契約規則第５３条 

・約款第１３条～第１５条 

・岡崎市工事監督要領第４条～

第２０条 

（工程表） 

第１５条 工事担当課長は、契約を締結したときは、14 日以内に工程表（様式

第14号、第16号）を請負者に提出させなければならない。工期変更契約を締

結したときにおいても同様とする。 

 

・約款第３条 

 

（現場代理人・主任（監理）技術者届） 

第１６条 工事担当課長は、契約を締結したときは、速やかに現場代理人・主任

（監理）技術者届（様式第17号）を請負者に提出させなければならない。 

２ 前項の現場代理人・主任（監理）技術者届（様式第 17号）の内容に変更が

あったときは、現場代理人・主任（監理）技術者変更届（様式第 18号）を提

出させるものとする。 

 

・約款第１０条 

・建設業法第１９条の２、第２

６条 

・現場代理人の常駐義務の緩和

について（通知）H21.11.1～ 

 

（施工計画書） 

第１６条の２ 請負者は、標準仕様書及び特記仕様書に基づき工事着手前に適正

な施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、請負代

金額１３０万円以下で契約時に仕様書を添付しない場合は提出を省略できる

ものとする。 

 

（権利義務の譲渡又は継承） 

第１７条 工事担当課長は、請負者から工事の権利義務の譲渡又は継承の申出が

あったときは、工事譲渡・継承承諾申出書（様式第 42 号）を請負者に提出さ

せるものとする。 

２ 申出を承諾するときは、工事譲渡・継承承諾書（様式第 43号）により請負

者に通知するものとする。 

 

・約款第５条 

 

（工事の下請負） 

第１８条 請負者は、請負った工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から

独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わ

せてはならない。 

・約款第６条、第７条 

・建設業法第１６条、第２２条 

 



２ 前項の場合を除き、請負者がその請負った工事の一部を第三者に委任し、又

は請負わせようとするときは、下請負の内訳（様式 22 号）を添付した工事下

請負届（様式第21号）を提出しなければならない。 

 
（契約内容の変更） 

第１９条 工事担当課長は、契約の内容を変更しようとするときは、工事請負契

約変更協議書（様式第 36 号）により請負者と協議し、請負者に工事請負契約

変更承諾書（様式第37号）を提出させるものとする。 

２ 前項の場合において、金額の変更を伴う変更契約を締結しようとする場合

は、契約内容の変更に伴う変更契約金額の算定（様式第 38号）を添付した変

更支出負担行為決議書により決定するものとし、金額の変更を伴わない変更契

約を締結しようとする場合は、変更契約締結伺により決定するものとする。 

３ 契約内容変更のうち工期の延長のみの変更の場合は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとする。 

⑴ 請負者の事情による場合 工事担当課長は、契約期間延長願（様式第 39

号）を請負者に提出させ、その理由が妥当であると認めたときは、契約期間

延長承諾書（様式第41号）により請負者に通知するものとする。 

⑵ 市の事情による場合 工事担当課長は、工事請負契約変更協議書（様式第

36号）により請負者と協議し、工事請負契約変更承諾書（様式第37号）を

提出させるものとする。 

４ 工事担当課長は、契約内容の変更により工期が延長された場合は、必要に応

じて保証事業会社等に通知するものとする。 

５ 契約金額が 130万円以下のもので請書により契約を行っている場合におい

て、請負者と契約の内容の変更について協議が整ったときは、契約変更請書を

提出させるものとする。 

 

・契約規則第３９条、第４１条 

・約款第１８条～第２４条 

・岡崎市工事設計変更事務取扱

要領 

・設計変更事務運用基準 

・決裁規程（別表第２予算執行

伺及び支出負担行為専決早見

表） 

（工事の中止） 

第２０条 工事担当課長は、工事の施工を中止する必要があると認めるときは、

工事中止決定書（様式第44号）により請負者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、工事担当課長は、中止等検査により出来形を確認のう

え工事を中止した時点での出来高調書（様式第 60号）及び出来高内訳書（様

式第61号）を作成しておくものとする。 

 

・約款第２０条 

 

（履行遅滞における損害金の徴収） 

第２１条 請負者の責に帰す理由により工期内に工事を完成することができな

いときは、その理由を明示した工期内未完了申出書（様式第 52 号）を遅滞な

く提出させるものとする。 

２ 工事担当課長は、前項の場合において工期経過後相当の期間内に工事を完成

する見込みがあると認められるときは、主管の部長の承認を得たうえで継続施

行承諾書（様式第53号）により請負者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、履行確認後、遅延日数に応じて、契約金額から出来形

部分に相応する請負代金額を控除した額に対し、年3.3パーセントの割合で計

算した損害金を請負者より徴収するものとする。 

４ 第２項の場合において、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが

あると認められないときは、契約を解除するものとする。 

・約款第４５条 

 



（契約解除） 

第２２条 工事担当課長は、請負者が契約の解除を申出たとき、又は契約を解除

する必要があるときは、工事請負契約解除通知書（様式第 45 号）により請負

者に通知するとともに、工事請負契約解除通知書（様式第 46 号）により保証

事業会社等に通知するものとする。 

２ 契約解除に伴う清算は、出来高調書（様式第 60 号）及び出来高内訳書（様

式第 61 号）により中止等検査で出来形を確認のうえ、必要に応じて出来高確

認書（様式第51号）を作成し、清算額を確定するものとする。 

３ 前項における清算額については、契約解除清算通知書（様式第 47 号）によ

り請負者に、保証金請求通知書（様式第 48 号）により保証事業会社及び履行

保証会社に通知するものとする。 

 

・約款第４７条～第５０条 

 

第５章 工事の完了  
（完成届） 

第２３条 工事が完成したときは、完成届（様式第 72 号）を請負者に提出させ

るものとする。 

２ 工期経過後の完成届（様式第72号）の提出は認めない。 

・約款第３１条 

（検査） 

第２４条 検査職員の任命は、技術管理課長が技術管理課に所属する職員の中か

ら口頭で行う。ただし、検査を必要とするときの請負代金額が1,000万円未満

の工事は、技術管理課長が指定する工事を除き、工事担当課長が所属する職員

の中から口頭で任命する。 

２ 工事担当課長は、工事の検査を依頼するときは、契約業者検査システムの「検

査依頼」で所定の項目に入力し、登録するものとする。 

３ 技術管理課が検査をする場合は、速やかに日時を定めて契約業者検査システ

ムで「検査受付」を登録するものとする。 

４ 検査職員による検査は、岡崎市契約検査規程のほか岡崎市工事検査要領に基

づいて行うものとする。 

５ 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書（様式第81号）（最終契約金

額130万円を超える工事に限る。）及び岡崎市工事成績評定表（様式第307号）

（当初契約金額 200 万円以上の工事に限る。）を作成し、工事担当課長（検査

職員が技術管理課の職員である場合は、技術管理課長）に提出するものとする。 

６ 前項の場合において、技術管理課長にあっては、工事検査結果通知書（様式

第80号）に検査調書（様式第81号）及び岡崎市工事成績評定表（様式第307

号）を添えて、工事担当課長に通知するものとする。 

７ 前２項の規定により検査調書（様式第81号）及び岡崎市工事成績評定表（様

式第307号）の提出を受けた工事担当課長は、検査結果通知書（様式第82号）

を作成し、「岡崎市工事成績評定表」（様式第307号）を添えて請負者に交付し

なければならない。 

８ 検査において修補補正がある場合は、修補補正調書（様式第 77 号）を作成

し、工事担当課長に交付するものとする。 

９ 前項の場合において、工事担当課長は、修補補正指示書（様式第 78 号）に

より請負者に修補補正の指示をしなければならない。 

10 請負者の修補補正が完了したときは、修補補正完成届（様式第 79号）を提

出させ、第４項の規程を準用して手直し検査を行わなければならない。 

・岡崎市工事等検査規程（以下

「検査規程」という。） 

・岡崎市工事検査要領（以下「検

査要領」という。） 

・岡崎市工事成績評定要領 

 



（部分使用） 

第２５条 工事目的物の引渡し前において出来形部分の一部又は全部を使用す

る必要があるときは、次の各号によるものとする。 

⑴ 工事担当課長は、部分使用協議書（様式第54号）により請負者と協議し、

請負者に部分使用同意書（様式第55号）を提出させるものとする。 

⑵ 工事担当課長は、検査職員により当該使用部分の部分完成検査を行ったの

ち、部分使用通知書（様式第 56 号）により請負者に通知して、部分使用す

るものとする。 

 

・約款第３３条 

・検査要領第２条 

 

（部分引渡し） 

第２６条 工事の完成前に工事目的物の一部完了部分の引渡し（以下「部分引渡

し」という。）を受ける必要があるときは、次の各号によるものとする。 

⑴ 工事担当課長は、部分引渡協議書（様式第58号）により請負者と協議し、

請負者に部分引渡承諾書（様式第59号）を提出させるものとする。 

⑵ 検査職員は、部分引渡部分の部分完成検査を行うものとする。 

⑶ 部分引渡しに伴う請負代金の支払請求が請負者からあったときは、引渡部

分の出来高相当額を支払うものとする。この場合においては、第 29条第 2

項の規定を準用する。 

 

・約款第３８条 

・検査要領第２条 

第６章 請負代金の支払  
（前金払） 

第２７条 請負者から保証事業会社が発行した保証証書を添付した前払金請求

書（様式第 19号）により前払金の請求があったときは、当該請求書を受け取

った日から30日以内に支払うものとする。 

２ 前項の前払金請求書（様式第 19-1 号）を受理し、前払金の支出をしようと

するときは、支払内訳書（様式第 62 号）を支出負担行為決議書に添付するも

のとする。 

３ 保証事業会社が発行した保証証書は、契約書に添付して保管するものとす

る。 

４ 請負者が前払金の請求をしない場合においては、前払金請求辞退届（様式第

20号）を速やかに請負者に提出させるものとする。 

 

・工事約款第３４条 

・岡崎市公共工事前金払処理要

領 

・契約の事務手引き（契約課） 

 

（中間前払金） 

第２８条 請負者が、中間前払金を受けようとするときは、実際の支払請求に先

立ち、中間前払金認定請求書（様式 19-2 号）により、必要な要件を満たして

いることの認定を請求させるものとする。 

２ 前項の請求書の提出があったときは、ただちに認定を行い、中間前払金認定

通知書（様式 19-3 号）により当該認定を請求した請負者へ通知するものとす

る。 

３ 通知を受けた請負者から保証事業会社の保証証書を添付した中間前払金請

求書（様式19-4号））により中間前払金の請求があったときは、当該請求書を

受け取った日から30日以内に支払うものとする。 

４ 前項の中間前払金の支出をしようとするときは、支払内訳書（様式第62号）

を支出負担行為決議書に添付するものとする。 

 

・工事約款第３４条の２ 

・岡崎市公共工事前金払処理要

領 

・契約の事務手引き（契約課） 

 



（部分払） 

第２９条 請負者が部分払を希望するときは、部分完成検査請求書（様式第 57

号）を請負者に提出させるものとする。 

２ 前項の請求書の提出があったときは、監督職員は、出来高調書（様式第 60

号）及び出来高内訳書（様式第 61 号）により、検査職員の検査を受けるもの

とする。 

３ 部分完成検査については、第27条第４項の規定を準用する。 

４ 部分払をしようとするときは、支出負担行為決議書に支払内訳書（様式第

62号）を添付するものとする。 

 

・契約規則第５６条 

・約款第３７条 

・検査要領第２条 

 

（請負代金の支払） 

第３０条 請負代金の支払は、検査完了後、適法な請求書を受理した日から 40

日以内に行うものとする。 

 
 
 

・政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第６条 

・予決規則第６２条、第６４条 

・約款第３２条 

・契約の事務手引き（契約課） 

（委託工事完成報告書） 

第３１条 工事担当課長は、委託工事が完成したときは、直ちに委託工事完成報

告書（様式第 74 号）に当該委託工事に係る予算執行伺書及び支出負担行為決

議書を添え、委託工事の施行を委託した各課等の長に報告しなければならな

い。 

 

 

第７章 雑 則  
（補則） 

第３２条 別に定めるもののほか、この要領に定めのない事項については、必要

に応じて請負者と協議して定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成9年4月1日から施行する。 

この要領は、平成13年7月1日から施行する。 

この要領は、平成14年6月10日から施行する。 

この要領は、平成15年6月1日から施行する。 

この要領は、平成17年4月1日から施行する。 

この要領は、平成17年10月17日から施行する。 

この要領は、平成18年4月1日から施行する。 

この要領は、平成19年7月1日から施行する。 

この要領は、平成20年7月1日から施行する。 

この要領は、平成21年4月1日から施行する。 

この要領は、平成22年4月1日から施行する。 

この要領は、平成23年1月1日から施行する。 

 

 

 
 
 

 


